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平成２８年度三木町農業委員会  
第１１回農地部会議事録  

 

 （会   期）１日間  

 （開催年月日）平成２９年  ２月２１日  
 （会 議 時 間）  ９：００～１０：５０  
 （開 催 場 所）香川県農協三木町支店３階  
 （議   題）別紙のとおり  
 

出席委員数２６名  
 

    １番  小倉 統一          １６番  北岡 利幸 

    ２番  阿部 一義  (欠席)     １７番  寒川 義己  (欠席)    

    ３番  山地 一夫         １８番  松家 敏男 

    ５番  原内 敏雄           １９番   小松 洋子   

    ６番  廣瀨 忠一(農政部長)     ２０番  左直 薫 

７番  新地 照男         ２１番  高尾 壽一(農地部長) 

    ８番  久保 薫          ２２番  安部 正雄 

    ９番   長井 勳           ２３番  久米井 好美 

   １０番  立石 清           ２４番  安部 元春  

   １１番   多田 純司           ２５番  溝渕 廣明    

   １２番   香西 俊之         ２６番  真部 利徳   

   １３番   筒井 貞伸         ２７番  村松 修 

   １４番   藤澤 勇一(会長職務代理)  ２８番  脇 博文(会長)   

   １５番   多田 孝夫         ２９番  古市 弘 

                        

 

 （事  務  局）   

１ .山地修事務局長  ２ .石井健一課長補佐  ３ .安元哲平係長   

４ .稲田貴之主事  ５ .小林航太郎主事  
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（別紙） 

（１）議案 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について 

議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第４号 農業経営基盤強化促進法の規定による農用地利用集積計画について 

議案第５号 農地中間管理事業の推進に関する法律の規定による農用地利用配分計画について 

報告第１号 農地法第１８条６項の規定による通知について 

報告第２号 使用貸借返還通知について 

 

（２）常設審議委員会審議報告について 

 

（３）下限面積の見直しについて(案) 
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９：００開会 

                                                                                   

事務局(山地事務局長)    

それでは、２月の三木町農業委員会農地部会を開催いたします。今月の定例会はご案内申し上げた通り、 

農地法関係議案等が１３件と農用地利用集積計画及び農地中間管理機構の農用地利用配分計画について

それぞれご審議をお願いします。その後に会長より県農業会議常任会議審議状況報告をお願いいたします。

本日の出席委員さんは２８名中２６名で、定足数に達していますので定例会は成立しています。欠席は寒

川委員、阿部一義委員です。定例会議事録署名委員さんにつきましては、農地部会には真部委員と古市委

員、農政部会には溝渕委員と山地委員にお願いいたします。それでは農地部会の進行を農地部長さんお願

いします。 

 

議長（高尾農地部長）   

それではただ今から農地部会を開催いたします。議案第１号から議案第５号について上程致しますの 

で、皆様慎重審議をよろしくお願いします。それでは議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請に

ついて事務局から説明をお願いします。  

 

事務局(小林主事) 

議案第１号、農地法第 3 条の規定による許可申請について 

       番号１ 申 請 地：井上 ２，９２６㎡ 

           地   目：田 

           譲 受 理 由：経営規模の拡大 

           権   利：所有権移転公売 

       

       番号２ 申 請 地：氷上 １，０３４㎡ 

           地   目：田 

           譲 渡 理 由：農業廃止 

           譲 受 理 由：経営規模の拡大 

           権   利：所有権移転生前一括贈与 

  

番号１について説明します。 

番号１については、先月の定例会にて審議した、公売に関しての申請になりますので、説明を省略いた

します。 

番号２について説明します。 

番号２については、親族間の所有権移転生前一括贈与になります。全部効率利用要件および下限面積要

件等問題がありませんでした。 

    

議長（高尾農地部長）    

以上、議案第１号、事務局からの説明になります。それでは、地元委員の方に説明お願いいたしま 

す。番号１については、私から説明いたします。 

 面積に関しては、約３反位になりますが、先月の説明と同じになりますので、省略させていただきます。 
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１９番委員(小松委員) 

   番号２については、譲渡人が高齢になったため、同居の譲受人に生前一括贈与をするものであります。 

 

議長(高尾農地部長) 

   ありがとうございました。地元委員の説明が終わりました。各委員の方、何か質問はありますか。 

 

委員一同 

(無し) 

 

議長(高尾農地部長) 

無いようでございますので採決に移りたいと思います。議案第１号、農地法第３条の規定による許可申 

請について、承認するという委員の方は挙手をお願いします。 

 

委員一同      

（挙手） 

 

議長(農地部長)    

   ありがとうございます。満場一致で承認することに決しました。続きまして、議案第２号、農地法第 

４条の規定による許可申請について、議案第３号、農地法第５条による許可申請について事務局から説明 

をお願いします。 

 

事務局(稲田主事) 

議案第２号、農地法第４条の規定による許可申請について 

       番号１ 申 請 地：井上 ７３１㎡ 

           地   目：田、畑 

           現   況：宅地 

           転 用 目 的：既存農業用倉庫平屋建 １棟 

           併 用 地：宅地 １，００２．９４㎡    

           造 成 時 期：平成５年頃 

 

       番号２ 申 請 地：田中 ３５３㎡ 

           地   目：畑 

           現   況：宅地 

           転 用 目 的：既存納屋平屋建 １棟 

           造 成 時 期：平成１８年頃 

 

       番号３ 申 請 地：田中 ３１３㎡ 

  地   目：田 

  現   況：宅地 



6 

           転 用 目 的：既存納屋平屋建 １棟 

                 既存車庫平屋建 １棟 

           併 用 地：宅地 ３４９．９２㎡ 

           造 成 時 期：平成元年頃 

      

       番号４ 申 請 地：井戸 ２１４㎡ 

           地   目：畑 

           現   況：宅地 

           転 用 目 的：宅地拡張 

           併 用 地：宅地 ４２５．２８㎡ 

           造 成 時 期：昭和４８年頃 

番号１について説明します。 

  番号１は無断転用の是正になります。 

   当該申請につきましては、無断転用になりますが無断転用部分には始末書が添付されており、その他、

周辺農地等への影響はありませんでした。その他、特筆する疑義はありませんでした。 

番号２について説明します。 

  番号２は無断転用の是正になります。 

   当該申請につきましては、無断転用になりますが無断転用部分には始末書が添付されており、その他、

周辺農地等への影響はありませんでした。その他、特筆する疑義はありませんでした。 

番号３について説明します。 

  番号３は無断転用の是正になります。 

   当該申請につきましては、無断転用になりますが無断転用部分には始末書が添付されており、その他、

周辺農地等への影響はありませんでした。その他、特筆する疑義はありませんでした。 

番号４について説明します。 

  番号４は無断転用の是正になります。 

   当該申請につきましては、無断転用になりますが無断転用部分には始末書が添付されており、その他、

周辺農地等への影響はありませんでした。その他、特筆する疑義はありませんでした。 

 

  続きまして、議案第３号、農地法第５条の規定による許可申請について 

          番号１ 申 請 地：平木 ２０６㎡ 

              地 目：田 

           現   況：田 

              転 用 目 的：太陽光発電附帯施設 

              権利の種類：賃貸権設定 

              併 用 地：ため池 

 

          番号２ 申 請 地：平木 ２，１４６㎡ 

              地   目：畑 

              現   況：畑 

              転 用 目 的：資材置場  
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                    仮設ハウス平屋建 １棟 

              権利の種類：賃貸権設定 

              併 用 地：ため池 

     

          番号３ 申 請 地：平木 ４３１㎡ 

              地 目：田 

              現   況：田 

              転 用 目 的：新築住宅平屋建 １棟 

              権利の種類：所有権移転売買 

 

          番号４ 申 請 地：井上 ２，３４２㎡ 

              地   目：田  

              現   況：田 

              転 用 目 的：太陽光発電設備 

              権利の種類：使用貸借権設定 

 

          番号５ 申 請 地：池戸 ２，５７１㎡ 

              地   目：田 

              現   況：田 

              転 用 目 的：太陽光発電設備 

              権利の種類：所有権移転売買 

       

          番号６ 申 請 地：田中 １，２２３㎡ 

              地   目：畑 

              現   況：雑種地 

              転 用 目 的：資材置場 

              権利の種類：使用貸借権設定 

              併 用 地：山林 

              造 成 時 期：平成２７年頃 

 

番号７ 申 請 地：井戸 ３０２㎡ 

              地   目：田 

              現   況：雑種地 

              転 用 目 的：駐車場 

              権利の種類：所有権移転売買 

              造 成 時 期：昭和４８年頃 

 

番号１について説明します。 

当該申請につきましては、土地改良区等の同意、その他法令の許認可見込みがあること、他候補地と比

較した上での代替性を満たすこと、資金に関しましては、支払い可能であるという書類が提出されており



8 

ます。その他、特筆する疑義はありませんでした。 

番号２について説明します。 

当該申請につきましては、一時転用になります。土地改良区等の同意、その他法令の許認可見込みがあ

ること、他候補地と比較した上での代替性を満たすこと、資金に関しましては、支払い可能であるという

書類が提出されております。その他、特筆する疑義はありませんでした。 

番号３について説明します。 

当該申請につきましては、土地改良区等の同意、その他法令の許認可見込みがあること、他候補地と比

較した上での代替性を満たすこと、資金に関しましては、支払い可能であるという書類が提出されており

ます。その他、特筆する疑義はありませんでした。 

番号４について説明します。 

当該申請につきましては、親族間での使用貸借契約になります。土地改良区等の同意、その他法令の許

認可見込みがあること、他候補地と比較した上での代替性を満たすこと、資金に関しましては、支払い可

能であるという書類が提出されております。その他、特筆する疑義はありませんでした。 

番号５について説明します。 

当該申請につきましては、土地改良区等の同意、その他法令の許認可見込みがあること、他候補地と比

較した上での代替性を満たすこと、資金に関しましては、支払い可能であるという書類が提出されており

ます。その他、特筆する疑義はありませんでした。 

   番号６について説明します。 

当該申請につきましては、無断転用ではありますが、周辺農地に影響を与えているものではなく、必要

性もあったことや、代替性も検討されており、土地改良区の同意も添付されていました。その他、特筆す

る疑義はありませんでした。 

番号７について説明します。 

当該申請につきましては、無断転用ではありますが、周辺農地に影響を与えているものではなく、必要

性もあったことや、代替性も検討されており、土地改良区の同意も添付されていました。その他、特筆す

る疑義はありませんでした。 

 

議長(高尾農地部長)       

いずれも参考地図を渡していますので参考にしてください。ありがとうございます。それでは現地調 

査を行っていますので担当委員さんから報告をお願いします。 

 

１２番委員（香西委員）      

２月分の農地法関連の申請について、去る平成２９年２月１５日（水）の午前９：００から４条申請 

  ４件、５条申請７件につきまして、会長、農地部長、香西委員、立石委員、事務局３名の合計７名にて現

地調査を実施いたしました。 

   現場では、隣接農地、造成方法、排水方法等について、確認いたしました。その中で問題になりまし 

たのは、４条申請の番号１、２、３、４と５条申請の番号６、７についてです。これらについては無断転 

用になりますが、現地調査の際質問等をしましたが、特に問題がなく了承したということになります。ま 

た、始末書の添付もありました。その他、特に疑うべきところもありませんでしたので了承したと言うこ 

とになります。 
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議長(高尾農地部長)        

その他、担当委員から説明があればよろしくお願いいたします。 

 

７番委員(新地委員) 

  ２号議案１番について説明いたします。 

（以下、申請人、転用経緯等について説明） 

 

１５番委員(多田孝夫委員) 

      ２番、３番についてですが、ほぼ同じ内容になります。二つとも農地機構に貸出す際に無断転用が発覚 

  したために、是正するものであります。 

 

１番委員(小倉委員) 

   番号４についてですが、 

(以下、申請地の概要、経緯等について説明) 

   

議長(高尾農地部長) 

   議案第３号、番号１、２については、私が説明します。 

   番号１、２についてですが、 

(以下、申請地、経緯等について説明) 

 

８番委員(久保委員) 

   番号３についてですが、 

(以下、申請地、経緯等について説明) 

 

７番委員(新地委員) 

   番号４について説明します。先ほどの説明と同じくするところはありますが、 

(以下、申請人、経緯等について説明) 

 

２３番委員(久米井委員) 

   番号５について説明します。 

(以下、申請人、申請地について説明) 

 

１１番委員(多田孝夫委員) 

   番号６について説明します。 

   この申請についても議案第２号で説明した時と同じく、農地機構に貸付る際に発覚し、是正するもので 

  あります。 

 

事務局(稲田主事) 

   申し訳ありません。参考地図に番号７の地図が付いていないので、今から配布させていただきます。 

(以下、参考資料を配布) 
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１０番委員(立石委員) 

   番号７について説明します。 

(以下、申請に関する経緯等について説明) 

   また、当該申請に関してですが、申請時に、農業委員の確認書については必要書類ではなく、記名、押

印はいらないということを行政書士から言われました。このことについて事務局のほうから説明をお願い

いたします。 

 

議長(高尾農地部長) 

   事務局から説明をお願いいたします。 

 

事務局(稲田主事) 

      確認書についての記名、押印についてですが、 

(以下、確認書についての法令義務等の説明を行う) 

 

議長(高尾農地部長) 

   この記名、押印については、確かに法的義務があるものではありません。しかし、三木町農業委員会と

しては、確認書を農業委員に持っていくことで、農業委員への説明を行うという行為を兼ねております。 

   したがって、三木町としてはこの確認書については、添付書類として申請時には添付するということに

しています。 

 

藤澤会長職務代理者 

   以前に、地元農業委員から記名、押印がいただけないということで、私含め関係者と協議等を行ったこ

とがあります。確かに、法令義務がないとはいえ、三木町としては農地部長が言われたとおり、確認をし

て頂くということにしております。 

 

２６番委員(真部委員) 

   農業委員の確認について質問したいのですが。 

 

議長(高尾農地部長) 

   その件については、農地部会のその他の議案で扱うことにして、今は審議を継続してもよろしいでしょ

うか。 

 

２６番委員(真部委員) 

   分かりました。 

 

議長(高尾農地部長) 

   ありがとうございました。他に意見等ありますでしょうか。 

 

１番委員(小倉委員) 
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   今回の５条申請４番についてですが、こちらの申請については、既に設置されているのではないですか。 

(以下、隣接地と当該申請の関係性について質問) 

 

議長(高尾農地部長) 

   これに関してですが、既に設置されているところは別の方になります。 

(以下、申請地との関係について説明) 

   他に質問等ございますでしょうか。 

 

委員一同 

(無し) 

 

議長(高尾農地部長) 

無いようでございますので採決に移りたいと思います。議案第２号、農地法第４条の規定による許可 

  申請について、議案第３号、農地法第５条による許可申請について、承認するという委員の方は挙手をお

願いします。 

 

委員一同      

（挙手） 

 

議長(農地部長)    

   ありがとうございます。満場一致で承認することに決しました。続きまして議案第４号、農業経営基盤

強化促進法の規定による農用地利用集積計画について、議案第５号、農地中間管理事業の推進に関する法

律の規定による農地利用配分計画について事務局より説明をお願いします。事務局より説明をお願いしま

す。 

 

事務局(小林主事)        

議案第４号、農業経営基盤強化促進法の規定による農用地利用集積計画について、 

(農用地利用集積計画について朗読) 

   今月の新規利用権設定が１２件、再設定が８件所で合計２０件になります。総設定面積は５６４６２㎡

となっています。どの案件につきましても、農業経営基盤促進法第１８条第３項及び農業経営基盤強化促

進基本構想の各要件を満たしていると考えます。 

続きまして、議案第５号、農地中間管理事業の推進に関する法律の規定による農地利用配分計画につい

て報告します。 

(農用地利用配分計画について朗読) 

今月は１０件で、総設定面積３１，７３６㎡となっています。どの案件につきましても、農地中間管理

事業の推進に関する法律第１８条の各要件を満たしていると考えます。以上になります。ご審議のほどを

よろしくお願いします。 

 

議長(高尾農地部長) 

      各委員の方、何か意見ございますか。 
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委員一同 

(無し) 

 

議長(高尾農地部長)       

それでは採決に移りたいと思います。議案第４号、農業経営基盤強化促進法の規定による農用地利用集

積計画について、議案第５号、農地中間管理事業の推進に関する法律の規定による農地利用配分計画につ

いてについて、承認するという委員は挙手をお願いします。 

 

委員一同 

(挙手) 

 

議長(高尾農地部長) 

ありがとうございます。承認することに決しました。 

   続きまして、報告第１号、農地法１８条第６項解約通知報告、報告第２号、使用貸借終了農地返還通知

についてに移ります。 

 

事務局(小林主事) 

報告第１号農地法１８条第６項解約通知報告について 

    番号１ 申 請 地：平木 ６１８㎡ 

             地   目：畑 

             解 約 日：平成２８年１２月２０日 

             解 約 理 由：転用のため 

 

         番号２ 申 請 地：鹿庭 ４，３１０㎡ 

             地   目：田 

             解 約 日：平成２９年２月１日 

             解 約 理 由：耕作不便・低生産地のため 

 

         番号３ 申 請 地：鹿庭 １，１８６㎡  

             地   目：田 

             解 約 日：平成２９年２月１日 

             解 約 理 由：耕作不便・低産地のため 

    

         番号４ 申 請 地：鹿庭 ２，３５６㎡ 

             地   目：田 

             解 約 日：平成２９年２月１日 

             解 約 理 由：耕作不便・低産地のため 

        

         番号５ 申 請 地：田中 １，８２４㎡ 
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             地   目：田 

             解 約 日：平成２８年１２月３１日 

             解 約 理 由：農業廃止 

 

         番号６ 申 請 地：奥山 ３，０３５㎡ 

             地   目：田・畑 

             解 約 日：平成２９年１月１日 

             解 約 理 由：高齢化 

 

         番号７ 申 請 地：奥山 ２，８６９㎡ 

             地   目：田 

             解 約 日：平成２９年１月１０日 

             解 約 理 由：高齢化 

   番号１については、現在、転用の申請がありませんが、転用申請に向けて解約するとのことです。 

   番号２、３、４については、有害鳥獣の被害等があり、今回解約をするものであります。 

   番号５については、借手の農業廃止になりますが、新しい借手については、農地機構を通じて見つけて    

  おります。 

   番号６、７については、借手の高齢化により解約になりますが、番号６に関しては、地理的条件等もあ

り、農地機構を使いまして、広域で借手を捜されるとのことです。番号７に関しては議案第４号にありま 

  すように、借手が既に見つかっております。 

 

  報告第２号   使用貸借終了農地返還通知について 

         番号１ 申 請 地：池戸 ２，０９９㎡ 

             地   目：田 

             返 還 理 由：労力不足 

             解 約 日：平成２９年２月１日 

 

         番号２ 申 請 地：池戸 ５，１１５㎡ 

             地   目：田 

             返 還 理 由：労力不足 

             解 約 日：平成２９年２月１日 

 

         番号３ 申 請 地：池戸 ６，７２８㎡ 

             地   目：田 

             返 還 理 由：労力不足 

             解 約 日：平成２９年２月１日 

        

         番号４ 申 請 地：池戸 ６，３８０㎡ 

             地   目：田･畑 

             返 還 理 由：労力不足 
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             解 約 日：平成２９年２月１日 

 

         番号５ 申 請 地：池戸 ４，１８６㎡ 

             地   目：田 

             返 還 理 由：労力不足 

             解 約 日：平成２９年２月１日 

 

         番号６ 申 請 地：池戸 ４，１７１㎡ 

             地   目：田 

             返 還 理 由：労力不足 

             解 約 日：平成２９年２月１日 

 

         番号７ 申 請 地：池戸 ９，１０８㎡ 

             地   目：田 

             返 還 理 由：労力不足 

             解 約 日：平成２９年２月１日 

 

         番号８ 申 請 地：池戸 ２，８７３㎡ 

             地   目：田 

             返 還 理 由：労力不足 

             解 約 日：平成２９年２月１日 

 

         番号９ 申 請 地：池戸 １，４２１㎡ 

             地   目：田 

             返 還 理 由：労力不足 

             解 約 日：平成２９年２月１日 

 

        番号１０ 申 請 地：鹿庭・上高岡 ４０６９㎡ 

             地   目：田  

            返 還 理 由：労力不足 

            解 約 日：平成２９年２月１日 

 

       番号１１ 申 請 地：上高岡 ４，２２８㎡ 

            地   目：田・畑 

            返 還 理 由：労力不足 

            解 約 日：平成２９年２月１日 

         

       番号１２ 申 請 地：田中 ３，１７３㎡ 

            地   目：田 

            返 還 理 由：労力不足 
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            解 約 日：平成２９年２月１日 

 

       番号１３ 申 請 地：田中 ５，４３９㎡ 

            地   目：田 

            返 還 理 由：労力不足 

            解 約 日：平成２９年２月１日 

 

       番号１４ 申 請 地：上高岡 ３，７７５㎡ 

            地   目：田・畑 

            返 還 理 由：労力不足 

            解 約 日：平成２９年２月１日 

 

       番号１５ 申 請 地：井戸 ２，１９４㎡ 

            地   目：田 

            返 還 理 由：労力不足 

            解 約 日：平成２９年２月１日 

 

       番号１６ 申 請 地：下高岡 １，８７４㎡ 

            地   目：田 

            返 還 理 由：労力不足 

            解 約 日：平成２９年２月１日 

 

       番号１７ 申 請 地：井戸 １，４２１㎡ 

            地   目：田 

            返 還 理 由：労力不足 

            解 約 日：平成２９年２月１日 

   番号１から１７にかけては、全て同一の条件で解約になります。 

(以下、解約事由等について説明) 

   番号４、１２、１３に関しては、農地機構を通じて新しい借手が見つかっております。 

 

議長(高尾農地部長) 

   以上、件数が多いですが、何か質問等ある方はいますか。 

 

１０番委員(立石委員) 

   報告議案第２号についてですが、 

(以下、契約内容等について質問をする) 

 

事務局(小林主事) 

   立石委員からのご質問の件については、後ほど説明をいたします。 

 



16 

議長(高尾農地部長) 

   他にご質問等ありますでしょうか。 

無いようですのでこの案件を終わります。続きまして議題２番、香川県農業会議常任会議審議報告 

について脇会長からよろしくお願いします。 

           

脇会長    

報告事項 香川県農業会議常任会議審議報告について 

（資料読み上げ） 

 

議長(高尾農地部長) 

   それでは、議案第３号、下限面積の見直しについて事務局よりお願いいたします。  

 

事務局 (稲田主事 ) 

   それでは、資料をご覧ください。  

(以下、下限面積の根拠等について説明、議論を行う ) 

 

議長(高尾農地部長) 

   何かご質問等ありますでしょうか。 

 

１９番委員 (小松委員 ) 

   借り手が４反ないとだめということですか。例えば、先ほどの生前一括贈与の場合、

贈与される側が贈与される農地も含め４反に満たなければだめということですか。  

 

事務局 (稲田主事 ) 

   そのとおりです。  

 

１９番委員 (小松委員 ) 

   今までもそうだったのですか。  

 

事務局 (稲田主事 ) 

   はい、今までもそうでした。あくまで、個人で贈与を受ける場合下限面積４反以上に

ならないといけないです。  

 

１９番委員 (小松委員 ) 

   では、一度に４反以上になればいいということですね。  

 

２６番委員 (真部委員 ) 

４反以下で耕作している場合、罰則はありますか。  

 

藤澤会長職務代理者  
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     データ上では、４反を下限の面積としていますが、他市町に関しては別の下限面積を定  

めている市町もあります。また、個々によって条件も異なるわけですから、別段の面積に  

ついて設定可能か説明をお願いいたします。  

 

事務局 (稲田主事 )  

     地域の農地利用状況等を勘案して、別段の下限面積を設定することが可能ではあります。 

  しかし、そのような事案に関しては経営基盤強化促進法で対応できるのであれば対応し  

ていきたいと考えております。  

 

藤澤会長職務代理者  

   残存小作に関してですが、離作時に所有権の分割をしたい方もいますが、下限の絡み

で出来ないこともあります。そのこともこれから先に考えていただきたい。  

 

８番委員 (久保委員 ) 

   こちらのデータの見方ですがどのように見ればいいでしょうか。  

 

事務局 (稲田主事 ) 

(データの見方について説明 ) 

   

議長(高尾農地部長)       

ありがとうございます。それでは、農地部会中ですが、三木町農業委員会として決めるということです

ので決を採ります。事務局より説明のあった下限面積について賛成の方挙手を願います。 

 

委員一同 

(挙手) 

 

議長(高尾農地部長) 

ありがとうございます。それでは、三木町農業委員会として決定と致します。 

続きまして、議題４番、その他について、先ほどの件を。 

 

藤澤会長職務代理者 

   それでは、その他のほうですが、議案第３号番号１、２に係る他法令、他団体との関係について説明等

を行いたいと思います。 

(以下、当該申請についての議論を行う) 

２３番委員(久米井委員) 

   当該申請に係る他団体との関係ですが、ため池は土地改良区の管轄になると思います。 

(以下、他団体との関係について質問等を行う) 

 

２９番委員(古市委員) 

   土地改良区等に係る質問についてですが、ため池の所有権は地方公共団体である町が、管理等は水利組
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合がしていますので、水利組合と業者の人との交渉、それと町の了承をもらえばいいのであって土地改良

区としては介入は差し控えさせていただくということになっています。最終的に町が了承していないです

か。 

(以下、土地改良区と当該農地転用に係る関係の説明を行う) 

 

事務局(山地課長) 

   目的外使用と地元との関係についてですが、 

(以下、目的外使用と地元との関係について説明する) 

 

議長(高尾農地部長) 

   他に質問等ありますでしょうか。 

 

委員一同 

(無し) 

議長(高尾農地部長) 

ないようですので、これにて農地部会を終了といたします。ありがとうございます。 
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以上、この議事録が正確であることを証するため、農地部長及び議事録署名委員は、ここに署名する。 

 

 

 

 

平成２９年  月  日 

 

 

議長(農地部長)                

 

 

 

 

署名委員                   

 

 

 

 

署名委員                   


